
し
て

実
地
試
験
を
行
っ

た
。

翌
年
に

は
、

こ

の

模
範
場
を
さ
ら
に

六
会
村
・

茅
ヶ

崎
町
に

増
設
し
て
い

る
。

同
模
範
場
の

試
験
結
果
を
記
し
た
「
甘
藷
模
範
成
績
」
緒
言
（
第
二

報
）
は
、

当
時
の

郡
下
甘
藷
栽
培
増
加
の

傾
向
を
も
っ

て

す
れ
ば
「
殆
ん
と
全
郡
一

帯
甘
藷
地

と
な
り
近
き
将
来
に

於
て

巨
万
の

輸
出
の

あ
る
へ

し
と
信
す
之
れ
郡
是
と
し
て

模
範
場
を
設
置
せ
し
所
以

」
な
り
と
し
て
い

る
。

同
場
で

は
種
々

の

品
種
の

比
較
試

験
を
行
い
、

「
販
売
用
と
し
て

利
益
多
か
ら
ん
と
認
め
ら
る
ゝ

種
類
」
と
し
て
川
越
（
在
来
お
よ
び
本
場
）、

南
京
な
ど
、

自
家
食
用
と
し
て
三

良
主
・

枇
杷
嶋
、

乾
燥
藷
製
造
用
と
し
て

琉
球
・

紀
州
・

四
十
日
等
が
適
し
て
い

る
と
し
た
（
高
座
郡
役
所
　
明
治
四
十
三

年
度
「
甘
藷
模
範
場
成
績
」
第
一

報
　
明
治
四
十
四
年
度

「
甘
藷
模
範
成
績

」
第
二

報
）。
在
来
種
の

早
生
白
（
相
州
白
）
は
、

食
味
・

収
量
と
も
最
も
劣
る
と
し
て

斥
け
ら
れ
、

一

九
一

一

年
か
ら
は
比
較
試
験
の

対
象
か

ら
も
外
さ
れ
て
い

る
。

こ

の

試
験
結
果
に

も
と
づ

き
、

郡
農
業
技
手
池
田
儀
作
は
、

と
く
に
川
越
（
本
場
）
の

栽
培
を
奨
励
し
た
。

ま
た
彼
は
「
甘
藷
栽
培
法
」

を
記
し
て

「
本
郡
農
土
に

適
す
る
栽
培
標
準
」
を
農
家
に

示
し
た
が
、

そ
の

末
尾
の

項
、

甘
藷
の

連
作
に
お
い

て

「
甘
藷
は
年
々

同
一

地
に

栽
培
す
る
と
き
は
、

其

の

収
量
年
を
遂
っ

て

減
少
の

傾
あ
り
、

且
つ

病
害
に

侵
さ
れ
易
き
も
、

形
状
正
し
く
品
質
可
良
な
る
も
の

を
産
す
、

故
に
販
売
用
の

甘
藷
は
連
作
す
る
に
利
あ
り

」

と
述
べ

て
い

る
こ

と
か
ら
、

同
郡
栽
培
指
導
の

対
象
が
、

主
と
し
て

販
売
用
甘
藷
に
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
、

養
蚕
地
帯
三

郡
で

は
、

依
然
と
し
て

主
要
な
現
金
収
入
源
は
養
蚕
で

あ
る
も
の

の
、

む
し
ろ
そ
れ
以
外
の

麦
・

甘
藷
な
ど
に
つ

い

て

商
品

化
が
進
み
、

自
給
的
な
雑
穀
・

大
豆
に

代
わ
っ

て
、

商
品
作
物
と
し
て

甘
藷
の

栽
培
増
加
が
目
立
っ

て

い

る
。

四
　
相
模
川
以
西
三
郡

裏
作
水
田
と

煙

草

栽

培

相
模
川
以
西
三

郡（
大
住
・

淘
綾
郡
は
、

一

八
九
六
－
明
治
二

十
九
年
－
合
併
、

中
郡
と
な
る

）と
く
に

酒
匂
川
流
域
の

水
田
裏
作
地
帯
で

は
、

県
下
で

最
も
水
稲
の

作
付
比
率
が
高
く
、

ま
た
水
田
裏
作
率
も
最
高
で

あ
る
。

農
家
一

戸
当
た
り
の

水
田
面
積
は
決
し
て
多

く
は
な
い

が
、

水
田
の

存
在
が
、

こ

の

地
域
農
家
の

経
営
を
安
定
さ
せ
、

そ
れ
が
ま
た
農
業
が
大
き
く
変
化
し
な
い

原
因
と
も
な
っ

て

い

る
。
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こ

の

地
帯
で
、

里
芋
・

大
根
と
い

う
旧
来
か
ら
の

蔬
菜
の

作
付
比
率
が

最
も
高
い

こ

と
が
そ
の

証
左
で

あ
ろ
う
。

た
だ
、

内
陸
部
中
郡
の

西
北
部

と
足
柄
上
郡
の

北
部
の

畑
作
地
帯
で

は
、

農
家
の

主
要
な
現
金
収
入
源
と

し
て

煙
草
が
栽
培
さ
れ
、

そ
の

裏
作
に

麦
・

菜
種
を
作
付
し
て

主
に

自
給

に

供
し
て
い

た
。

煙
草
は
、

明
治
二

十
年
（
一

八
八
七
）
代
後
半
期
に

さ
ら
に

栽
培
面
積
を

増
し
、

と
く
に

そ
れ
は
秦
野
煙
草
生
産
地
の

周
辺
で

著
し
く
、

生
産
地
帯

の

拡
大
傾
向
を
示
し
て
い

た
。

し
か
し
、

一

八
九
八
（
明
治
三

十
一

）
年
か

ら
の

専
売
制
施
行
は
、

こ

れ
に

大
き
な
打
撃
を
与
え
、

作
付
面
積
は
一

挙

に

激
減
を
み
た
。

落
花
生
栽
培
が
増
加
し
て

く
る
の

は
、

こ

の

こ

ろ
の

こ

と
で

あ
る
。

煙
草
栽
培
は
、

そ
の

後
再
び
回
復
に

向
か
う
が
、

そ
の

栽
培

地
域
は
縮
小
し
、

中
郡
の

限
ら
れ
た
地
域
内
だ
け
に

集
中
す
る
傾
向
を
示

し
、

一

九
〇
五
（
明
治
三

十
八
）
年
以
降
に

は
全
体
と
し
て

停
滞
す
る
に
い

た
っ

て
い

る
（
表
三
－

三

九

）。

専
売
制
に

よ
っ

て

強
い

制
約
を
受
け
る
こ

と
に
な
っ

た
煙
草
に

代
わ
る
新
た
な
商
品
作
物
と
し
て
登
場
し
た
の

が
落

花
生
で

あ
る
。

落

花

生

栽

培

の

拡

大

県
下
で
の

落
花
生
栽
培
は
、

明
治
四
年
（
一

八
七
一

）、

淘
綾
郡
国
府
村
渡
辺
慶
次
郎
が
、

横
浜
か
ら
種
子
を
得
て

試
作
し
、

一

八

七
八
（
明
治
十
一

）
年
に
は
四
反
一

畝
か
ら
二

七
二

〇
貫
を
得
る
に
い

た
っ

た
の

が
初
め
と
い

わ
れ
る
が
、

そ
の

後
、

次
第
に

各
所

表3－39　相模川以西3郡の煙草・落花生作付面積の変遷

1891（明治24）－1911年

注　『神奈川県統計書』より作成
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で

栽
培
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、

一

九
〇
一

（
明
治
三

十
四

）年
に

は
五
三
七
町
余
に

達
し
て
い

る（
表
三
－

四
〇

）。
こ

の

こ

ろ
、

落
花
生
の

国
内
需
要

は
小
さ
く
、

そ
の

ほ
と
ん
ど
は
輸
出
向
け
に

小
粒
種
を
栽
培
し
、

ま
た
そ
の

産
地
も
、

県
下
各
郡
に

散
在
し
、

中
郡
・

足
柄
下
郡
で
は
、

県
下
の

全
作

付
面
積
の

う
ち
三
三

㌫
ほ
ど
を
占
め
る
に

す
ぎ
な
か
っ

た（
表
三
－

四
一

）。
し
か
し
、

煙
草
専
売
制
施
行
後
、

煙
草
生
産
地
帯
で

急
速
に

落
花
生
栽

培
が
増
加
し
、

一

九
〇
五（
明
治
三

十
八

）年
に
は
県
全
体
の

作
付
面
積
の

う
ち
六
六
㌫
余
、

一

九
一

一

（
明
治
四
十
四

）年
に
は
七
七
㌫
が
、

中
郡
、

足

柄
上
・

下
郡
に

集
中
す
る
に
い

た
っ

た
。

従
来
、

相
模
川
以
西
三

郡
は
、

輸
出
向
け
商
品
作
物
の

栽
培
は
少
な
く
、

こ

れ
が
農
家
経
営
の

な
か
に

組
み

込
ま
れ
た
の

は
、

落
花
生
が
初
め
で

あ
ろ
う
。

落
花
生
は
、

普
通
、

麦
の

間
作
と
し
て

畦
間
に

四
月
中
旬
な
い

し
五
月
中
旬
に

播
種
さ

れ
る（
こ

の

際
、

甘
藷
・

大
小
豆
と
混
作
す
る
こ

と
も
あ
り
、

作
付
面
積
の

統
計
的
把
握
を
不
確
実
に
し
て
い

る

）。
収
穫
は
、

十
月
下
旬
か
ら
十
一

月
下
旬
に

か
け
て
で
、

収
穫
す
る
と
、

一

日
日

乾
し
し
て

か
ら
茎
葉
と
実
と
を
分
離
し
、

さ
ら
に

筵
に

拡
げ
三

－
四
日

乾
か
し
た
後
、

仲
買
人
に

売
却
し
た
。

県
下
の

地
方
相

場
は
、

横
浜
市
場
の

取
引
相
場
か
ら
運
賃
手
数
料
な
ど
お
よ
そ
一

割
前
後
を
控
除
し
た
も
の

で
あ
っ

た
。

な
お
こ

の

時
期
、

し
ば
し
ば
黒
斑
病（
葉
面

に
黒
斑
を
発
し
、

次
第
に

広
が
っ

て
、

一

面
黒
変
し
、

と
き
に
茎
幹
に

ま
で

及
ぶ

）の
発
生
が
み
ら
れ
た
が
、

当
時
の

栽
培
技
術
は
「
此
被
害
に

付
て
は
何
等

施
設
な
く
傍
観
す
る
の

み

」（
明
治
三

十
七
年
『
神
奈
川
県
農
会
報

』
第
一

九
号

）と
い

う
状
態
に

止
ま
っ

て
い

た
。

蜜
柑
経
営
発

展

の

端

緒

一

方
、

日

露
戦
後
に
い

た
っ

て
、

足
柄
上
・

下
郡
で
の

蜜
柑

栽
培
に

お
い

て

商
品
化
を
目
的
と
し
た
諸
種
の

技
術
的
改
良

が
始
め
ら
れ
た
。

同
地
帯
は
、

気
候
温
暖
で
、

す
で

に

旧
幕
期
か
ら
柑
橘
が
栽

植
さ
れ
、

こ

れ
が
漸
次
普
及
し
て
、

明
治
三

〇
年（
一

八
九
七

）
代
に
は
、

温
州

と
紀
州
と
が
混
在
し
、

果
実
は
主
に

近
在
に

向
け
て

販
売
さ
れ
て

い

た
が
、

果

樹
の

管
理
に
は
ほ

と
ん
ど
意
を
用
い

る
こ

と

は

な

か
っ

た
。

し
か
し
後
年
、

表3－40　神奈川県にお
ける落花生作付
面積の変遷

注　1　『神奈川県統計書』よ
り作成。

2　（　）は中郡，足柄上・
下郡3郡の占める割合。
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「
現
在（
注
一

九
四
三

年
）
温
州
の

中
三

〇
年
前
後
の

樹
齢
を
経
た
る
も
の

が
一

番
多
い
、

是
等

は
日

露
戦
争
直
後
に

栽
植
せ
ら
れ
た
も
の

で
、

全
面
積
の

六
割
位
占
め
現
今
収
穫
全
盛
を
極

め
て

居
る

」
（
富
樫
常
治
『
神
奈
川
県
園
芸
発
達
史
』）
と
い

わ
れ
る
よ
う
に
、

日

露
戦
後
に
、

は
じ
め
て
温
州
の

大
規
模
な
栽
植
が
な
さ
れ
、

つ

い

で
一

九
〇
五
（
明
治
三

十
八
）
年
こ

ろ
、

ボ
ル

ド
ー

液
に

よ
る
病
害
虫
予
防
が
初
め
て
柑
橘
に

施
用
さ
れ
、

急
速
に

普
及
し
た
。

ま
た
、

こ
の

こ

ろ
、

県
立
農
事
試
験
場
技
師
富
樫
常
治
は
、

蜜
柑
剪
定
の

必
要
を
唱
え
、

一

九
〇
七

年
、

足
柄
下
郡
土
肥
村
の

講
習
会
で
、

初
め
て

実
地
に

剪
定
を
施
し
た
（
前
掲
『
神
奈
川
県
園

芸
発
達
史
』）。

し
か
し
、

こ

の

剪
定
を
は
じ
め
、

施
肥
の

改
良
、

果
実
貯
蔵
の

実
施
等
が
一

般
に

普
及
す
る
の

は
、

大
正
期
に

入
っ

て
の

こ

と
で

あ
る
。

足
柄
下
郡
下
曽
我
村
、

足
柄
上

郡
曽
我
村
・

福
沢
村
等
を
中
心
と
し
た
梅
林
も
、

歴
史
は
古
い

が
、

や
は
り
日

露
戦
後
、

急

速
に

増
植
さ
れ
、

観
梅
の

み
な
ら
ず
果
実
採
収
に

も
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ

た
。

し
か
し
、

果
実
採
収
を
専
用
と
す
る
梅
の

栽
植
は
、

大
正
期
以
後
の

こ

と
に

属
す
る
。

と
こ

ろ
で

県
は
、

一

九
〇
八
（
明
治
四
十
一

）
年
、

県
立
農
事
試
験
場
園
芸
部
（
二

宮
園
芸

部
）
を
中
郡
吾
妻
村
に

設
置
し
、

柑
橘
類
を
中
心
と
し
た
試
験
を
実
施
し
、

あ
わ
せ
て

果
樹

経
営
者
に

対
す
る
講
習
・

実
地
指
導
を
行
っ

た
。

足
柄
上
・

下
郡
に

お
け
る
蜜
柑
栽
培
は
、

こ

れ
に

よ
っ

て

経
営
発
展
の

た
め
の

技
術
的
基
礎
を
与
え
ら
れ
た
。

表3－41　1903（明治36）年ころの県下落花生生産の概況

注　『神奈川県農会報』第19号より作成
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五
　
農
家
養
豚
の

発
展

豚

飼

育

の

急

増

神
奈
川
県
下
の

養
豚
は
、

一

八
九
九
（
明
治
三
十
二

）
年
現
在
で
は
、

総
数
二

〇
六
七
頭
に

す
ぎ
ず
、

そ
の

半
ば
が
高
座
郡
で

飼
育

さ
れ
、

残
り
は
他
郡
に

少
数
ず
つ

散
在
し
、

こ

れ
ら
の

六
七
㌫
は
在
来
種
で

あ
っ

た
（
表
三
－

四
二

）。

横
浜
に

は
、

す
で
に

維
新

期
に

外
国
種
の

豚
が
輸
入
さ
れ
、

そ
の

交
雑
し
た
雑
種
の

な
か
か
ら
、

「
谷

戸
種
」（
ま
た
は
「
谷
頭
種
」）
と
い

う
固
定
し
た
一

雑
種
が
形
成
さ

れ

て

い

た
。

こ

の

谷
戸
豚
は
、

飼
養
が
容
易
で
、

早
熟
と
い

う
利
点
か
ら
広
く
普
及

し
て
い

く
が
、

一

九
〇
〇
年
現
在
、

久
良
岐
郡
の

豚
二

二

八
頭
の

う
ち
二
一

一

頭
ま
で

を
占
め
る
雑
種
は
、

こ

の

谷
戸
豚
に
ほ
か
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

こ

の

時
点
で

は
、

他
郡
雑
種
は
、

ま
だ
総
数
の

半
ば

に

み

た

な

い

（
愛

甲
郡
の

み
五
六
㌫
）。

し
か
し
、

以
後
一

〇
余
年
間
に
お
け
る
豚
飼
育
の

増
大

は
急
激
で
、

一

九
一

一

年
に
は
、

一

八
九
九
年
の

約
六
・

六
倍
に

達
し
、

全

国
で

も
有
数
の

養
豚
県
と
な
っ

た
。

と
く
に
、

高
座
郡
で
の

増
大
は

著
し

く
、

愛
甲
・

鎌
倉
・

中
郡
が
こ

れ
に
つ

い

で
い

る
。

こ

の

過
程
で
、

雑
種
は

全
郡
に

普
及
し
、

内
国
種
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
す
に
い

た
っ

た
。

一

九
〇
六

（
明
治
三

十
九
）
年
か
ら
県
は
、

ヨ

ー

ク
シ

ア
・

バ

ー
ク
シ

ア

な
ど
の

優
良
種

表3－42　品種別養豚頭数の変遷 1899（明治32）－1911年

注　1　『神奈川県統計書』より作成。

2　内国種の（　）内は，総頭数中の割合。合計の（　）内
は1899（明治32）年を100とした指数。
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牡
豚
に

補
助
金
を
交
付
し
、

品
種
改
良
を
奨
励
し
た
こ

と
（
の

ち
県
立
農
事
試
験
場

に
よ
る
種
豚
配
付
に

切
り
替
え
ら
れ
る

）
も
こ

れ
に

与
っ

て
い

る
の

で

あ
ろ
う
。

副

業

と

し

て

の

養
豚

一

九
〇
二
（
明
治
三

十
五

）
年
、

県
農
事
試
験
場
技
手
玉
那
覇
徹

は
、

『
神
奈
川
県
農
会
報
』
の

誌
上（
一

〇
、

一

一

号
）
で
、

養
豚

業
の

振
興
を
主
張
し
、

豚
の

他
の
一

般
家
畜
と
異
な
る
特
質
と
し
て
、

次
の

八
点

を
挙
げ
た
。

す
な
わ
ち
、

（一）
　
農
家
経
済
上
、

豚
は
、

牛
馬
等
の

飼
育
を
妨
げ
な

い

（
と
く
に

飼
料
面
で

）、

（二）
　
地
面
気
候
を
選
ば
な
い
、

（三）
　
豚
は
台
所
の

残
物

・

雑
穀
の

掃
寄
せ
、

澱
粉
糟
等
を
も
食
す
、

（四）
　
豚
肉
は
貯
蔵
し
易
い（
ハ

ム

・

塩

漬
等
）、
（五）
　
需
要
者
の

多
少
に

応
じ
、

そ
れ
に

相
当
し
た
大
き
さ
の

も
の

を
屠
殺

す
る
便
が
あ
る
、

（六）
　
繁
殖
力
大
、

（七）
　
豚
に

は
ほ
と
ん
ど
廃
棄
物
な
く
、

各
部

分
を
利
用
で

き
る
。

（八）
　
大
小
農
家
何
れ
も
飼
養
で

き
る
、

と
い

う

も
の

で

あ

る
。

彼
は
、

農
家
が
「
悉
く
主
業
と
し
て

養
豚
す
べ

し
と
勧
誘
す
る
も
の

に

あ
ら

ず
」、

右
の

特
性
を
活
か
し
「
農
家
の

廃
物
利
用
的
に

副
業
と
し
て
、

各
自
相
当

の

豚
数
を
飼
数
せ
ん
こ

と
を
希
望
」
す
る
と
主
張
し
た
。

県
下
の

急
激
な
養
豚
の

増
加
は
、

ほ
ぼ
、

玉
那
覇
徹
の

こ

の

主
張
に

副
っ

て

進
め
ら
れ
た

と
い

え
る
。

高
座
郡
相
原
・

大
沢
村
に
つ

い

て

は
先
に

ふ

れ
た
が
、

同
郡
綾
瀬
村
の

豚
飼
養
状
況
を
み
る
と
、

一

九
〇
四
年
現
在
農
家
八
四
九
戸

中
、

三

二

七
戸
（
三

八
・

五
㌫
）
が
豚
を
飼
養
す
る
が
、

う
ち
、

四
頭
以
上
飼
養
が
一

戸
、

三

頭
飼
養
五

戸
、

二

頭
飼
養
二

七
戸
で
、

残
り
二

九
四
戸

（
飼
養
農
家
の

九
〇
㌫
）
は
一

頭
だ
け
の

飼
養
で

あ
る
。

そ
の

収
支
と
し
て

掲
げ
る
例
に
よ
れ
ば
（
表
三
－

四
四

）、

仔
豚
を
一

年
育
成
後
販
売
し
て
、

表3－43　郡別養豚頭数の変遷 1899（明治32）－1911年

注　『神奈川県統計書』より作成
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二

円
五
〇
銭
の

損
と
な
る
。

し
か
し
、

「
普
通
に

は
飼
料
を
買
は
ず
手
間
代
を
払
は
ざ
る

を
以
て

此
損
金
あ
る
こ

と
を
知
ら
ざ
る
も
の

多
き
な
り

」（「
高
座
郡
綾
瀬
村
是
調
査
書

」）
と

す
る
。

ま
た
中
郡
豊
田
村
で

は
、

明
治
三

十
五

年
「
村
是
調
査
書
」（『
神
奈
川
県
農
会
報

』

第
一

四
号
）
に
よ
れ
ば
、

沿
革
　
近
年
流
行
す
る
所
に
し
て
一

昨
年
の

如
き
高
価
な
り
し
よ
り
頓
に

増
加
し
た
る
も
、

昨
年

よ
り
俄
に

下
落
し
た
る
為
め
利
益
薄
少
の

嘆
あ
り
、

為
に

増
加
せ
ず

飼
育

の

方
法
は
仔
豚
を
求
め
簡
単
な
る
小
屋
を
作
り
庖
厨
の

残
物
、

農
産
物
の

余
剰
、

桴
糠
の

類
な
ど
を
与
へ

、

大
抵
一

戸
一

頭
に
て
二

三

頭
を
養
ふ
も
の

は
少
し
、

飼
料
は
大
部
分
は
自
家
の

生
産
に
係
る
も
の

を
用
ふ
と
雖
も
、

亦
購
入
す
る
こ

と
少
か
ら
ず

損
益

を
計
算
す
る
に
、

先
づ

仔
豚
を
一

円
に
て

求
め
飼
料
一

ケ
月
四
十
五
銭
と
見
積
り
、

一

ケ

年
に

は
金
五
円
四
十
銭
合
計
金
六
円
四
十
銭
を
支
出
し
、

二

十
貫
目
の

豚
と
な
る
、

現
今
一

貫
目
三

十
銭
な
れ
ば
六
円
と
な
る
、

此
の

他
肥
料
代
を
一

月
十
五
銭
と

し
て
一

年
一

円
八
十
銭
合
計
七
円
八
十
銭
の

収
入
あ
り
、

差
引
残
金
一

円
四
十
銭
の

利
益
あ
る
な
り
、

即
ち
普
通
一

般
に
「
肥
料
が
儲
け

」
な
り
と
云
へ

り

と
し
て
い

る
。

こ

の

よ
う
な
飼
料
・

労
力
を
ほ
と
ん
ど
自
給
す
る
農
家
の
一

頭
飼
育
が
、

本
県
の

全
国
有
数
な
養
豚
業
を
支
え
た
の

で
あ
っ

た
。

鎌

倉
ハ

ム

し
か
し
、

こ

う
し
た
農
家
飼
養
に

お
い

て

も
、

豚
価
格
の

不
安
定
は
大
き
な
打
撃
と
な
る
。

一

九
〇
六
（
明
治
三

十
九

）
年
十
月
、

横
浜
市
長
住
町
陸
軍
糧
秣
廠
倉
庫
内
で

開
か
れ
た
第
一

〇
回
関
東
実
業
大
会
で
、

神
奈
川
県
農
会
は
、

「
豚
肉
加
工
業
模
範
場
ノ

設
置
ヲ

其
筋
ヘ

建
議
ノ

件
」
を
議
題
に

提
出
し
て

大
会
の

可
決
を
得
た
が
、

豚
肉
の

恒
常
的
な
需
要
を
作
り
だ
す
加
工
業
の

発
展
は
、

県
下
養
豚
農

家
の

希
望
す
る
と
こ

ろ
で

あ
っ

た
ろ
う
。

県
下
で
は
、

こ

う
し
た
豚
肉
加
工
業
－
「
鎌
倉
ハ

ム

」
－
は
、

す
で
に
一

八
八
二
（
明
治
十
五

）
年
、

鎌
倉

郡
川
上
村
益
田
直
蔵
・

斎
藤
満
平
に
よ
っ

て

創
始
さ
れ
、

そ
の

後
、

県
下
の

豚
飼
育
の

拡
大
に

応
じ
て

発
展
し
、

一

九
〇
九
年
に

は
、

ハ

ム

製
造
業

表3－44　高座郡綾瀬村養豚収支の1

例　1904（明治37）年

注　1　明治37年6月『神奈川県農会報』第18号
（「高座郡綾瀬村是調査書」）による。

2　内国種牡仔豚を3月15日購入，翌年3月
15日販売とする。
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は
一

〇
余
戸
、

年
産
六
〇
万
斤
の

規
模
に

達
し
、

海
外
（
朝
鮮
・

南
洋
諸
島
）
へ

の

輸
出
も
行
わ
れ
て
い

た
。

第
二

節
　
地
主
制
下
の

農
家
経
済

一

　
地
主
制
の

成
立

大

地

主

の

成

立

す
で
に
の
べ

た
よ
う
に
、

明
治
十
年
代
後
半
の

農
村
不
況
の

後
、

県
下
で

も
大
地
主
の

成
立
が
み
ら
れ
た
。

一

八
九
〇（
明
治
二

十

三

）
年
か
ら
一

九
一

一

（
明
治
四
十
四

）
年
に

い

た
る
『
貴
族
院
多
額
納
税
者
議
員
互
選
名
簿
』
に

登
載
さ
れ
て

い

る
県
下
で

最
大

級
の

地
主
は
表
三
－

四
五
の

ご
と
く
で

あ
る
。

一

八
九
六
（
明
治
二

十
九
）
年
時
点
で
、

県
下
最
大
の

地
主
は
、

中
郡
成
瀬
村
の

石
川
虎
之
助
で
、

所

有
地
地
価
三

万
二
一

六
一

円
、

概
算
し
て

水
田
約
五

八
〇
町
歩
を
所
有
、

一

九
一

〇
（
明
治
四
十
三

）
年
に

な
る
と
、

中
郡
相
川
村
小
塩
八
郎
右
衛
門

は
、

所
有
地
地
価
九
万
一

〇
八
五

円
、

概
算
水
田
約
一

六
四
〇
町
を
所
有
す
る
に

い

た
っ

て
い

る
。

こ

れ
ら
大
地
主
と
そ
の

小
作
地
は
、

県
下
の

主

要
な
水
田
地
帯
に
ほ
ぼ
集
中
し
て
い

る
。

す
な
わ
ち
、

一

は
多
摩
川
沿
岸
橘
樹
郡
の

水
田
地
帯
（
河
川
灌
漑
に
よ
り
裏
作
率
も
高
い

）、
一

は
相
模
川
右

岸
の

八
王
子
－
厚
木
－
平
塚
街
道
に

沿
っ

た
水
田
地
帯
（
相
模
川
・

中
津
川
・

荻
野
川
・

小
鮎
川
・

恩
曽
川
・

玉
川
・

渋
田
川
・

鈴
川
・

金
目
川
等
に
よ
る
漕

漑
、

裏
作
も
行
わ
れ
て
い

る

）
で

あ
る
。

ほ
か
に

酒
匂
川
沿
岸
水
田
単
作
地
帯
と
三

浦
郡
沿
海
部
に

も
大
地
主
の

存
在
が
み
ら
れ
る
が
、

少
数
で

あ
り
、

か
つ

後
者
は
そ
の

小
作
地
が
漁
村
に

限
ら
れ
て
い

る
こ

と
か
ら
、

漁
業
関
係
の

金
融
を
通
し
て

獲
得
し
た
も
の

と
推
察
さ
れ
る
。

ま
た
、

こ

れ
ら
県

下
で

最
大
級
の

地
主
の

小
作
地
は
、

居
村
周
辺
だ
け
で

は
な
く
、

広
範
囲
に

わ
た
っ

て
い

る
こ

と
を
特
色
と
す
る
。

そ
し
て
、

そ
れ
は
、

明
治
十
年

代
に

お
け
る
農
民
に

対
す
る
金
融
活
動
と
密
接
に

関
連
す
る
も
の

で

あ
っ

た
こ

と
は
、

と
く
に

活
発
な
金
融
活
動
が
み
ら
れ
た
中
郡
・

三

浦
郡
の

地
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表3－45　明治中・後期における県下の大地主一覧 1896（明治29）年基準
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域
と
小
作
地
の

所
在
地
域
と
が
ほ
ぼ

合
致
す
る
こ

と
か
ら
も

推

定
で

き

る
。

こ

れ
ら
大
地
主
は
、

こ

の

時
期

に

は
、

急
激
な
土
地
集
中
は
す
で

に

終
わ
り
を
告
げ
、

主
に

所
有
地
か
ら

の

小
作
料
収
入
の

安
定
化
・

経
営
の

堅
実
化
を
図
り
つ

つ

あ
っ

た
。

彼
ら

は
、

そ
の

土
地
取
得
の

経
緯
か
ら
し

て
、

元
来
小
作
地
所
在
村
の

農
業
生

産
に
つ

い

て

は
関
心
薄
く
、

農
業
改

良
な
ど
へ

の

消
極
的
姿
勢
は
一

貫
し

て

変
わ
ら
な
か
っ

た
。

在

村

地

主

の

動

向

居
村
と
そ
の

周
辺

に

土
地
を
所
有
す

る
在
村
地
主
も
、

こ

の

時
期
に
は
、

ほ
ぼ
安
定
し
た
経
営
基
盤
を
固
め
る

こ

と
が
で

き
た
。

彼
ら
は
、

営
利
計

注　明治23，30，37，40，44年『貴族院多額納税者議員互選名簿』より作成
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算
の

み
に

も
と
づ

き
遠
隔
地
に

小
作
地
を
取
得
す
る
こ

と
を
あ

え
て
し
な
い

か
ら
、

そ
の

所
有
規
模
は
、

ほ
ぼ
地
価
一

万
円
前

後
を
限
度
と
し
て
い

る
が
、

多
く
は
な
お
手
作
地
を
も
ち
、

こ

の

時
期
、

小
作
料
収
入
が
安
定
す
る
に
つ

れ
て
、

農
業
生
産
へ

の

関
心
は

薄
ら
ぎ
つ

つ

あ
っ

た
も
の

の
、

多
く
は
農
村
指
導
者

と
し
て
の

意
識
を
依
然
と
し
て

保
持
し
て
い

た
。

数
例
を
あ
げ

る
と
、

高
座
郡
相
原
村
の

小
川
（
成
道

）
家
は
、

田
七
反
弱
、

畑

四
二

町
三

反
、

山
林
六
二

町
一

反
を
居
村
中
心
に

所
有
（
一

八

九
二

－
明
治
二

十
五
－
年

）
す
る
が
、

約
三

町
余
の

畑
手
作
地
を

持
ち
、

当
主
が
年
々

農
業
日

誌
を
つ

け
耕
作
に

従
事
し
て
い

た
。

こ

の

畑
作
地
帯
で

最
高
の

土
地
所
有
者
は
、

同
郡
小
山
村
原
清

兵
衛
で
、

地
価
一

万
三

八
二

九
円
、

所
有
地
二

〇
四
町
余
（
山
林

を
含
む
、

一

八
八
四
年
現
在

）、
で

あ
っ

た
。

そ
の

他
、

橘
樹
・

都

筑
郡
で
、

郡
農
会
創
設
に

尽
力
し
た
橘
樹
郡
綱
島
村
飯
田
快
三

（
助
太
夫

）
家
、

都
筑
郡
下
川
井
村
桜
井
光
興
家
は
じ
め
、

こ

の

時
期
、

地
域
の

農
業
指
導
者
と
し
て

活
躍
し
た
愛
甲
郡
温
水
村

山
口

忠
太
家
、

同
郡
恩
名
村
和
田
伝
左
衛
門
家
、

中
郡
（
大
住
郡

）

表3－46　愛甲郡恩名村和田伝左衛門家自作畑作付の変遷

注　1　和田家「作付帳」より作成。

2　（　）内の作物は附随的な作付を意味する。

3　明治4（1871），12年は地租改正丈量前の面積。
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上
糟
屋
村
山
口

書
輔
家
、

同
郡
下
荻
野
村
難
波
武
平
家
、

同
郡
土
屋
村
蓑
島
吉
平
家
な
ど
い

ず
れ
も
こ

の

ク
ラ
ス

の

在
村
地
主
層
で
、

一

－
二

町
程

度
の

手
作
地
を
も
っ

て
い

た
。

い

ま
、

そ
の

手
作
り
の

内
容
を
和
田
伝
左
衛
門
家
に
つ

い

て

示
す
と
表
三
－

四
六
の

ご
と
く
で

あ
っ

た
。

同
家
の

手

作
畑
は
、

幕
末
期
か
ら
ほ
ぼ
二

町
前
後
の

規
模
を
一

貫
し
て

保
ち
、

う
ち
字
萱
山
・

中
道
の

五

筆
六
反
四
畝
弱
は
、

終
始
自
作
地
と
し
て

保
持
し
、

夏

作
に

粟
・

大
豆
・

芋（
里
芋
）・
冬
作
に

麦
・

ソ

バ

・

大
根
を
作
っ

て
い

る
。

他
の

自
作
地
は
、

と
き
に

場
所
が
変
わ
っ

て
い

る
。

こ

こ

に

は
自
給
用
衣

料
作
物
と
し
て
、

明
治
四
年
（
一

八
七
一

）
ま
で

は
麻
が
、

一

八
九
〇
（
明
治
二

十
三

）
年
ま
で

は
木
綿
が
作
ら
れ
て

い

た
が
、

以
後
姿
を
消
し
、

代
わ

っ

て

薩
摩
芋
・

陸
稲
（
お
か
ぼ

）
の

作
付
が
増
大
し
て

い

る
。

陸
稲
は
、

一

八
八
一

（
明
治
十
四

）
年
か
ら
五

畝
前
後
作
付
が
始
ま
っ

て

い

る
が
、

一

八
九

三

年
か
ら
主
に

粟
に

代
え
て
二

反
余
に

増
大
し
た
。

ま
た
、

薩
摩
芋
も
年
々

作
付
を
増
し
て
い

る
。

同
家
の

自
作
地
は
、

基
本
的
に

は
自
給
用
で

あ

る
と
は
い

え
、

商
品
生
産
の

発
展
に

無
関
心
で

な
く
、

一

八
八
七
年
半
ば
ご
ろ
か
ら
薩
摩
芋
な
ど
明
ら
か
に

販
売
を
目
的
と
し
た
栽
培
を
も
行
っ

て

い

る
。

ま
た
、

養
蚕
地
帯
の

在
村
地
主
は
、

多
く
が
養
蚕
経
営
を
行
っ

て

お
り
、

養
蚕
技
術
の

改
良
に

工

夫
を
凝
ら
し
て

い

る
。

愛
甲
郡
の

山
口

忠

太
家
も
そ
の
一

例
で

あ
る
（『
資
料
編

』17

近
代
・

現
代
（7）
三
三

）。
こ

う
し
た
手
作
地
経
営
を
通
し
て
、

農
業
生
産
へ

の

積
極
的
関
心
を
持
続
し
て

い

る

在
村
地
主
は
、

畑
作
地
帯
は
じ
め
県
下
一

帯
に

広
く
存
在
し
た
。

こ

の

時
期
に

お
け
る
県
の

勧
農
政
策
は
、

こ

れ
ら
在
村
地
主
に

よ
っ

て
、

主
に

農

会
組
織
を
通
し
て

推
進
さ
れ
た
の

で

あ
っ

た
（
後
述
）。

し
か
し
、

一

方
、

こ

の

時
期
、

小
作
料
収
入
が
安
定
し
、

ま
た
日

清
・

日

露
戦
後
に
、

都
市
で

め
ざ
ま
し
く
商
工

業
が
発
展
し
た
こ

と
か
ら
、

地

主
が
農
業
生
産
へ

の

関
心
を
失
っ

て

ゆ
く
風
潮
も
次
第
に

強
ま
り
つ

つ

あ
っ

た
。

こ

う
し
た
状
況
の

な
か
か
ら
、

地
主
の

階
級
的
自
覚
と
も
い

う
べ

き
主
張
が
あ
ら
わ
れ
て

く
る
。

神
奈
川
県
農
会
の

幹
事
で
、

一

九
〇
三
（
明
治
三

十
六
）
年
か
ら
は
副
会
長
と
し
て

活
躍
す
る
福
井
準
造
の

主
張
は
、

そ
の

代
表
的
な
も
の

で

あ
ろ
う
。
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地

主

と

し

て

の

自

覚

福
井
家
は
、

中
郡
豊
田
村
小
嶺
（
旧
大
住
郡
小
嶺
村

）
に

あ
り
、

一

八
七
八
（
明
治
十
一

）
年
現
在
、

居
村
を
中
心
に

宮
下
・

豊
田
本

郷
・

平
等
寺
村
（
以
上
合
併
し
て

豊
田
村
と
な
る

）
に

四
七
九
俵
一

斗
余
、

周
辺
の

村
々

に

四
六
六
俵
余
の

小
作
米
収
入
の

あ
る
水
田

小
作
地
と
他
に

若
干
の

畑
小
作
地
（
小
作
金
三

〇
円
九
〇
銭
）
を
持
ち
、

さ
ら
に

手
作
地
か
ら
米
一

九
俵
三

斗
、

大
麦
二
一

俵
四
斗
、

大
豆
二

二

俵
二

斗
を
得
て
い

た
。

一

九
〇
一

（
明
治
三

十
四

）
年
に

は
耕
地
四
二

町
二

反
余
、

地
価
一

万
四
四
九
八
円
余
の

地
主
に

成
長
し
て
い

る
。

準
造
の

父
直
吉

は
一

八
七
九
年
県
会
議
員
、

翌
年
県
会
副
議
長
と
な
り
、

自
由
党
に

属
し
、

こ

の

年
、

元
老
院
に

対
す
る
相
模
九
郡
有
志
二

万
三
五

〇
〇
余
人
署

名
の

国
会
開
設
建
白
運
動
に

代
表
の
一

人
と
し
て

参
加
す
る
な
ど
の

活
躍
を
行
っ

て

い

る
（『
通
史
編

』4

近
代
・

現
代
（1）
三

四
五
ペ

ー
ジ

以
下
）。

後

に

県
会
議
長
・

衆
議
院
議
員
を
経
て

神
奈
川
農
工

銀
行
頭
取
と
な
る
（
長
谷
川
博
「
十
九
世
紀
の

わ
が
社
会
主
義
」『
社
会
労
働
研
究
』
法
政
大
学
社
会
学
部

六
号
）。
準
造
は
一

八
九
一

（
明
治
二

十
四

）
年
慶
応
義
塾
大
学
英
文
科
を
卒
業
し
て
い

る
が
、

直
吉
ら
に

よ
る
国
会
開
設
建
白
は
、

福
沢
諭
吉
の

草

案
作
成
な
ど
周
旋
に

よ
っ

た
も
の

で
、

こ

の

関
係
か
ら
準
造
も
慶
応
へ

入
学
し
た
の

で

あ
ろ
う
。

準
造
は
、

卒
業
後
、

病
気
勝
ち
で
、

「
新
潮
」（
神

奈
川
県
自
由
党
系
の

雑
誌

）
へ

の

寄
稿
、

『
近
世
社
会
主
義
』
の

出
版
（
一

八
九
九
年
）
な
ど
を
行
っ

て
い

た
。

彼
は
、

す
で
に

こ

の

著
書
の

自
序
で
、

「
日

本
今
日
の

形
勢
は
、

…
…
貧
富
の

懸
隔
の

弊
、

亦
将
に

漸
く
大
な
ら
ん
と
す
る
徴
候
を
指
示
す
る
も
の

の

如
し
。

こ

れ
決
し
て
、

経
世
憂
国
の

士
が

平
然
看
過
す
べ

き
に

あ
ら
ず
」
と
述
べ

て

い

る
が
、

明
治
三

十
四
年
『
神
奈
川
県
農
会
報
』
第
一

〇
号
の

論
説
欄
に

「
百
姓
弁
」
な
る
一

文
を
寄
せ
、

額
上
の

汗
は
千
顆
の

玉
よ
り
も
尊
く
、

一

人
の

田
舎
漢
は
、

千
人
の

都
人
士
よ
り
も
貴
し
。

活
発
な
る
国
家
は
常
に

強
盛
な
る
が
如
く
労
働
せ
る
人
民
は
常
に

富
有

な
る
を
得
べ

し
、

労
働
の

貴
重
な
る
を
悟
り
、

労
働
者
の

国
家
に

欠
く
べ

か
ら
ざ
る
を
覚
知
す
る
に

至
ら
ば
、

百
姓
て
ふ
語
は
、

卑
賤
な
る
意
味
に

使
用
す
べ

か
ら

ず
し
て
、

最
も
尊
敬
貴
重
す
べ

き
意
味
を
有
す
る
も
の

を
覚
知
す
る
に
至
ら
ん
。

百
姓
豈
に

賤
し
か
ら
ん
や

と
論
じ
た
。

準
造
が
、

神
奈
川
県
下
の

農
業
界
に

目
を
向
け
た
の

は
、

こ

の

こ

ろ
か
ら
と
思
わ
れ
る
が
、

彼
の

こ

れ
ま
で
の

経
歴
が
示
す
よ
う
に
、

そ
の

主
張
は
未
だ
観
念
的
で
、「
労
働
せ
る
人
民
は
常
に

富
有
な
る
を
得
」ら
れ
な
い

農
村
の

現
実
へ

の

認
識
は
著
し
く
不
足
し
て
い

る
。

し
か
し
、

結
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婚
後
次
第
に

健
康
も
回
復
し
た
彼
が
、

そ
の

後
県
農
会
幹
事
と
し
て
、

県
農
会
主
催
第
一

回
甲
種
農
事
講
習
会
を
運
営
す
る
な
ど
の

活
動
を
通
し
て
、

こ

の

観
念
性
は
よ
う
や
く
払
拭
さ
れ
て
き
た
。

明
治
三

十
五

年
六
月
『
神
奈
川
県
農
会
報
』
第
一

一

号
の

論
説
「
農
事
改
良
の

方
策
如
何
」
は
、

遠

か
ら
ず
父
か
ら
所
有
地
価
一

万
五

〇
〇
〇
円
の

豪
家
を
引
継
ぐ
者
と
し
て
の

自
覚
に

裏
打
ち
さ
れ
、

具
体
性
を
帯
び
た
主
張
と
な
っ

て

い

る
。

こ

こ

で

彼
は
、

重
商
主
義
・

重
農
主
義
・

自
由
貿
易
主
義
等
に

簡
単
に

触
れ
、

英
・

独
と
も
現
今
で
は
、

農
民
保
護
が
重
要
な
施
政
方
針
・

政
治
問
題
の
一

つ

と
な

っ

て
い

る
と
し
、

つ

い

で
わ
が
国
の

現
状
を
次
の

様
に

と
ら
え
て
い

る
。

「
小
作
人
・

小
農
夫
ハ

〓
々

と
し
て

労
役
に

従
事
し
」「
所
謂
農
事
改
良
に

余
念
」
が
な
い
。

し
か
し
、

「
中
級
以
上
の

人
士
」
は
、

「
憂
国
の

士
徒
に

多
く
し
て
、

眼
前
農
民
の

苦
難
を
思
ハ

ず
、

徒
ら
に
日

英
同
盟
に

随
喜
感
涙
す
る
の

念
あ
る
も
、

配
下
の

小
作
人
が
日
々

辛
労
を
知
ら
ず
、

政
党
の

分
合
、

内
閣
の

交
迭
に

狂
奔

す
る
大
憂
国
士
独
り
多
く
し
て
、

田
地
の

改
良
、

農
業
資
本
の

融
通
を
謀
ら
ん
と
す
る
小
愛
国
者
に

至
り
て

は
、

寥
々

暁
星
の

如
し
、

…
…
…
地
主
は
自
己
の

田
畝

を
知
ら
ず
、

播
種
の

時
期
を
知
ら
ず
、

収
穫
の

方
法
を
知
ら
ず
慢
に

大
言
壮
語
し
て

曰
く
、

我
は
有
志
な
り
、

志
士
な
り
、

我
に

は
何
々

の

名
誉
職
あ
り
、

這
般
の

細
事
乃
公
の

関
す
る
所
に
あ
ら
ず
と
。

我
国
目
下
の

状
態
斯
の

如
し
」

こ

こ

に
は
、

相
州
自
由
党
の

名
士
と
し
て
活
躍
し
た
父
直
吉
に

対
す
る
き
び
し
い

批
判
が
こ

め
ら
れ
て
い

る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

少
な
く
も
、

準
造

が
幼
少
時
か
ら
身
近
に

見
聞
し
て

き
た
、

家
事
を
顧
み
ず
政
治
に

没
頭
す
る
相
州
の

在
村
地
主
の

現
状
に

対
す
る
批
判
で

あ
っ

た
。

民
権
運
動
期
か

ら
一

〇
余
年
を
経
た
こ

の

時
点
で
は
、

地
主
ら
の

政
治
活
動
は
、

こ

の

批
判
を
正
当
な
も
の

に

す
る
内
容
に

変
質
し
て
い

た
と
い

う
こ

と
が
で

き
る
。

さ
て
、

右
の

よ
う
な
「
農
業
社
界
」
の

改
善
策
は

次
の

よ
う
な
も
の

で

あ
っ

た
。

先
づ

他
の

方
向
に

傾
斜
せ
る
有
志
家
の

頭
脳
を
改
め
、

地
主
に

向
て

農
事
改
良
の

必
要
な
る
を
覚
ら
し
め
、

彼
等
本
来
の

職
業
が
、

有
志
家
た
り
、

名
誉
職
た
る
に

あ
ら
ず
し
て
、

所
謂
農
民
の

柱
石
た
る
こ

と
を
覚
ら
し
め
、

彼
等
の

声
を
以
て

農
事
改
良
の

必
要
を
叫
ば
し
め
、

彼
等
の

口

を
借
り
て

農
業
社
界
改
善
の

法
を
講
ぜ

し
め
、

或
は
資
本
の

必
要
あ
れ
ば
、

彼
等
自
か
ら
其
衝
に

当
り
て
、

資
本
融
通
の

法
を
講
じ
、

耕
地
整
理
の

計
画
あ
れ
ば
、

彼
等
卒
先
し
て
此
業
に

身
を
委
ね
、

其

農
業
上
に

関
す
る
百
般
の

設
備
経
営
を
、

彼
等
の

双
肩
に

荷
ハ

し
め
、

小
作
人
、

小
農
夫
は
、

其
補
助
と
な
り
、

手
足
と
な
り
、

時
に

或
は
其
器
械
と
な
り
、

所
謂

©神奈川県立公文書館



上
下
一

心
以
て

斯
業
の

改
良
を
謀
る
…
…

す
な
わ
ち
、

地
主
が
小
作
人
・

小
農
を
指
導
し
、

進
ん
で

農
業
に

投
資
し
、

そ
の

改
善
事
業
を
推
進
す
べ

き
だ
と
す
る
。

し
た
が
っ

て
、

現
時
実
施

す
べ

き
農
業
改
善
策
と
し
て
、

耕
地
整
理
・

農
民
へ

の

実
業
教
育
・

農
業
団
体
の

活
動
等
々

が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
が
、

こ

れ
ら
を
実
施
す
る
に
は
ま

ず
何
よ
り
も
「
事
実
農
家
の

柱
石
た
る
べ

き
地
主
及
上
級
流
者
の

心
田
に

用
水
灌
漑
を
施
す
こ

と
」
が
急
務
だ
と
い

う
の

で

あ
る
。

地
主
は
「
農
家

の

柱
石
」
で

あ
り
、

小
作
人
・

小
農
を
率
い

て

農
業
改
良
を
進
め
る
役
割
を
担
っ

て
い

る
と
す
る
、

こ

の

主
張
は
、

準
造
自
身
の

地
主
と
し
て
の

自

覚
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
。

そ
し
て
、

そ
れ
は
、

県
下
在
村
地
主
の
、

新
し
い

社
会
的
役
割
を
一

般
に

明
示
す
る
も
の

で

あ
っ

た
の

で

あ
る
。

注（

1

）
　
貴
族
院
多
額
納
税
者
議
員
は
、

県
下
で
、

直
接
国
税
納
入
額
が
最
も
高
額
な
者
一

五
名
か
ら
互
選
で
選
ば
れ
る
が
、

そ
の

互
選
者
と
な
る
に

は
、

他
に

満
三

十
歳
以
上
の

男
子
、

過
去
一

年
以
上
そ
の

府
県
下
に

本
籍
を
持
ち
住
居
し
て
い

る
こ

と
、

神
官
・

僧
侶
・

教
師
・

軍
人
で

な
い

こ

と
等
の

条
件
を
満
た
し
て
い

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、

地
主
に

よ
っ

て
は
互
選
者
に
な
る
の

を
嫌
い
、

所
有
地
の
一

部
を
家
族
名
儀
に
す
る
な
ど
の
こ

と
も
あ
る
の

で
、

必
ず
し
も
県

下
最
大
の

地
主
が
す
べ

て

記
載
さ
れ
て
い

る
わ
け
で

は
な
い
。

ま
た
、

と
く
に

神
奈
川
県
の

ば
あ
い
、

多
額
の

直
接
国
税
納
入
額
（
商
業
か
ら
の

所
得
税
、

お

よ
び
横
浜
な
ど
市
街
地
そ
の

他
別
荘
地
所
有
か
ら
の

地
租
）
を
納
め
る
富
裕
な
横
浜
商
人（
原
善
三

郎
・

渡
辺
福
三

郎
・

高
島
嘉
右
衛
門
・

大
谷
嘉
兵
衛
等
々

）

が
居
て
、

大
地
主
の

互
選
者
資
格
獲
得
を
圧
迫
し
て
い

た
。

と
く
に
一

九
〇
四
年
、

直
接
国
税
総
額
中
に

営
業
税
が
加
え
ら
れ
、

互
選
者
資
格
が
商
工
業
者
に

有
利
に

な
る
と
、

大
地
主
は
一

五
人
中
一

、

二

人
に
減
少
し
て
し
ま
っ

た
。

し
か
し
、

こ

れ
が
大
地
主
層
の

没
落
傾
向
を
示
す
も
の

で

な
い

こ

と
は
い

う
ま
で

も
な
い
。

（

2

）
　
こ

の

著
書
（
有
斐
閣
刊
）
は
、

社
会
主
義
の

各
潮
流
を
広
く
紹
介
し
、

と
く
に
マ

ル

ク
ス

主
義
に
つ

い

て
三

六
ペ

ー
ジ
に
わ
た
る
詳
細
な
解
説
を
行
っ

た
点

で
、

当
時
と
し
て
は
比
類
な
い

も
の

だ
っ

た
と
さ
れ
る（
長
谷
川
博
　
前
掲
論
文
）。

ま
た
、

郭
沫
若
「
十
八
年
ぶ

り
の

日

本
」（『
中
央
公
論
』
一

九
五
六
年
二

月
　
南
原
繁
と
の

対
談
）に
よ
れ
ば
、

「
お
国
の

福
井
準
造
と
い

う
人
が
書
い

た
『
近
代
社
会
主
義
』
と
い

う
四
巻
に
な
っ

て
い

る
本
が
、

私
ど
も
の

方
に
翻
訳
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さ
れ
た
の

で

す
。

私
ど
も
の

方
で
、

マ

ル

ク
ス
、

エ

ン

ゲ
ル

ス

を
知
っ

た
の

は
、

こ

の

本
に

よ
っ

て
知
っ

た
の
で

す
」
と
い

う
ほ
ど
の

意
義
を
も
つ

も
の

で

あ

っ

た（
長
谷
川
博
　
前
掲
論
文
）。

二

　
農

家

経

済

在

村

の

地

主

層

一

九
〇
二
（
明
治
三

十
五

）
年
か
ら
一

九
〇
四
年
に

か
け
て
、

神
奈
川
県
農
会
が
実
施
し
た
村
是
調
査
は
、

こ

の

時
期
に

お
け
る
農

家
諸
階
層
の

経
営
・

生
活
の

実
態
を
明
ら
か
に

し
て

い

る
。

こ

れ
に
よ
れ
ば
村
民
は
、

お
お
む
ね
生
計
の

方
法
・

難
易
が
異
な
る

三

な
い

し
四
の

階
層
を
構
成
し
て

い

た
。

こ

の

諸
階
層
の

頂
点
に

立
つ

の

が
地
主
層
で

あ
る
。

前
述
し
た
福
井
準
造
の

居
村
で

は
、

こ

の

階
層
は
「
極
少
数
（
福
井
家
外
一

戸
）
の

大
地
主
に

し
て
、

一

村
枢
要
の

地
を
占
め
、

古
来
の

名
望
と
多
大
の

資
産
と
を
擁
し
安
泰
に

生
計
を
営
む
」
と
さ
れ
、

足
柄
上
郡
金
田
村
で

は
「
多
く
の

動
産

不
動
産
を
有
し
、

概
ね
地
方
の

名
望
を
負
ひ
郷
党
の

事
務
に

当
た

り
、

傍
ら
農
商
雑
業
に

従
事
す
る

」
と
い

い
、

三
一

八
戸
中
一

五

戸
が
こ

れ
に

属
す
る
。

都
筑
郡
中
川
村
で

は
、

こ

の

「
多
く
の

地
所
を
所
有
し
所
謂
地
主
と
し
て

暮
ら
す
こ

と
を
得
る
も
の

」
は
、

五

〇
〇
戸
の

う
ち
五
分
、

二

五

戸
で

あ
っ

た
。

こ

の

地
主
層
の

生
計
は
、

「
一

に

是
れ
其
家
産
を
維
持
し
て

子
孫
長
久
の

計
に

勖
む
る
の

み
、

大
は
愈
々

大
と
な
り
強
は
益
々

強

と
な
る
の

勢
あ
り
」（
豊
田
村
）、
「
生
計
は
年
々

良
好
と
な
る
や
明
な
り
、

即
ち
支
出
の

増
す
こ

と
よ
り
も
収
入
の

加
は
る
こ

と
の

方
大
な
る
を
以
て

残
益
は
漸
次
多
き
を
致
す
べ

し
、

今
日

村
内
に

て

余
裕
を
生
ず
べ

き
は
之
れ
を
措
て

他
に

求
む
べ

か
ら
ず
」（
金
田
村
）、
「
唯
だ
余
計
の

仕
事
に

手
出

し
せ
ず
ん
は
大
は
愈
々

大
と
な
り
家
運
長
く
栄
ゆ
べ

し
」（
中
川
村
）
と
、

い

ず
れ
も
益
々

発
展
に

向
う
傾
向
に

あ
る
と
指
摘
し
て

い

る
。

ま
だ
小
作

人
と
の

対
立
は
顕
在
化
せ
ず
、

経
営
発
展
の

た
め
に

と
く
に

努
力
す
る
必
要
も
な
い

ま
ま
、

富
裕
化
が
進
み
つ

つ

あ
る
。

地
主
制
は
隆
盛
期
に

あ
る
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こ

と
が
う
か
が
え
る
。

小

作

農

の

生

活

こ

う
し
た
地
主
制
下
で
の

小
作
農
の

生
活
は
悲
惨
で

あ
っ

た
。

彼
ら
は
「
土
地
は
少
し
も
所
有
せ
ざ
る
か
所
有
す
る
も
僅
少
に

し

て

常
に

矮
屋
に

起
居
し
…
…
皆
其
身
体
を
唯
一

の

資
本
と
し
終
歳
営
々

労
働
に

従
事
し
僅
に

糊
口

渡
世
す
る
を
得
る
の

み

」
（
豊

田
村
）
で
、

小
作
の

傍
ら
現
金
収
入
と
な
る
何
ら
か
の

余
業
を
し
な
け
れ
ば
生
活
し
て
い

け
な
い

階
層
で

あ
る
が
、

豊
田
村
で

は
、

全
戸
数
の

大
部

分
、

中
川
村
で
は
五

割
、

金
田
村
で

は
約
五
七
㌫
を
占
め
て

い

た
。

す
な
わ
ち
、

村
民
の

少
な
く
も
半
ば
以
上
は
、

こ

の

階
層
に

属
し
て
い

る
。

都
筑
郡
中
川
村
の

田
四
反
、

畑
五

反
を
小
作
す
る
六
人
家
族
の

経
営
を
例
に

と
れ
ば
、

彼
ら
は
農
耕
の

傍
ら
、

風
雨
の

日

農
閑
の

夜
は
藁
細
工
な
ど
し
て
小
遺
ひ
銭
の

取
込
み
に

忙
は
し
、

作
物
豊
饒
な
れ
ば
、

一

年
の

食
料
は
不
足
を
告
け
す
、

よ
し
粗
食
な
り
と
て

餅
あ
り
団

子
あ
り
蕎
麦
・

温
飩
・

青
芋
・

大
根
・

四
季
折
々

の

野
菜
を
欠
く
こ

と
な
し
、

唯
だ
不
作
の

年
に

遭
へ

は
、

作
物
は
二

割
三

割
と
減
し
、

肥
料
代
は
損
と
な
り
僅
か

に

手
細
工
の

売
り
上
げ
を
頼
み
と
な
す
の

み
、

平
素
は
別
に
金
銭
の

必
要
な
く
、

働
く
限
り
暮
ら
し
向
は
何
と
か
立
ち
行
く
も
の

な
る
が
、

少
し
に
て

も
手
を
休
み

て

は
忽
ち
困
苦
に

陥
り
而
か
も
他
人
の

融
通
を
得
る
こ

と
能
ハ

ざ
る
な
り
、

此
故
に
衣
服
器
具
な
ど
の

新
調
は
中
々

覚
束
な
く
、

継
き
〳
〵
の

野
良
着
、

風
呂
敷
包

み
の

嫁
入
り
、

之
れ
が
先
づ

並
な
る
べ

し

と
い

う
生
活
で

あ
っ

た
。

余
業
の

種
類
は
、

地
域
に

よ
っ

て

異
な
っ

て
い

る
。

都
筑
郡
中
川
村
で

は
、

藁
細
工

を
主
と
し
、

他
に

奉
公
人
・

日

雇
な
ど
が
あ
っ

た
。

藁
細
工

は
、

草
鞋
の

他
、

草
履
・

縄
・

俵
・

筵
・

畚
・

簇
な
ど
で
、

草
鞋
は
糯
藁
・

琉
球
・

ボ
ロ

を
原
料
に

農
閑
の

日
や
夜
業
に

男
女
を
問
わ
ず
従
事
し
、

一

日
一

〇
－
一

五
足
作
り
、

一

〇
足
平
均
二

〇
銭
位
で

村
外
か
ら
来
る

買
取
り
人
に

売
却
し
、

東
京
・

横
浜
の

車
夫
・

人
夫
な
ど
の

需
用
に

供
せ
ら

れ
た
。

昔
は
草
履
作
り
は
な
ん
と
な
く
卑
し
め
ら
れ
た
が
、

今
は
公
然
と
精
出
す
よ
う
に

な
り
、

「
朝
晩
到
る
処
才
槌
の

音
聞
え
ざ
る
谷
戸
も
な
し

」

と
い

う
有
様
で

あ
っ

た
。

し
か
し
、

日

銭
は
取
れ
る
が
、

「
単
に

其
日

を
暮
す
丈
」
で

余
裕
は
生
ま
れ
ず
、

耕
作
と
半
々

に

営
む
者
は
、

農
耕
が
未
熟
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と
な
り
、

秋
に

小
作
米
を
買
っ

て

納
め
る
始
末
と
な
り
、

夏
は
肥
料
代
に

あ
て

る
穀
物
な
く
困
窮
す
る
こ

と
に

な
る
。

奉
公
人
は
、

十
－
二

十
五
歳

の

男
女
で
、

村
内
で

は
主
人
の

家
の

家
事
ま
た
は
農
耕
に
、

東
京
・

横
浜
へ

行
く
者
は
、

男
は
小
僧
、

女
は
下
働
き
、

八
王
子
へ

行
く
者
は
、

主
に

女
子
で

糸
取
り
・

機
織
に

従
事
し
た
。

日

雇
は
夏
秋
の

農
繁
期
だ
け
に

限
ら
れ
、

さ
し
た
る
稼
ぎ
に

は
な
ら
な
い
。

中
郡
豊
田
村
で
は
、

地
理
的
条

件
も
あ
っ

て

右
の

中
川
村
の

よ
う
な
余
業
は
な
い
。

出
稼
ぎ
・

「
小
商
い

」
が
そ
の

主
な
も
の

で

あ
っ

た
が
、

こ

れ
に

従
事
す
る
と
「
家
計
を
助
け

ん
と
し
て

却
て

其
家
業
に

怠
り
、

一

家
和
熟
せ
ず
、

事
志
と
違
ひ
、

予
期
の

利
益
を
見
る
こ

と
な
く
家
道
漸
く
傾
き
来
り
て

遂
に

困
苦
救
ふ
べ

か
ら

ざ
る
に

至
」
る
傾
向
が
あ
る
と
い

う
。

足
柄
上
郡
金
田
村
で

も
、

余
業
の

種
類
は
多
く
な
く
、

日

雇
取
り
・

奉
公
人
・

駄
賃
取
り
を
主
と
す
る
。

奉
公
人
は
、

少
女
は
子
守
り
か
ら
年
経

て

「
御
膳
炊
き

」「
中
働
き

」
と
な
り
、

小
児
は
、

馬
の

鼻
取
り
か
ら
、

半
季
を
経
て

作
男
、

商
家
の

ば
あ
い

は
小
僧
番
頭
に

進
む
。

当
面
は
口
べ

ら
し
が
目
的
で
、

年
経
れ
ば
、

若
干
の

現
金
収
入
や
将
来
の

独
立
が
期
待
で

き
た
。

日

雇
取
り
は
、

「
壮
男
壮
婦
」
が
自
家
の

仕
事
を
繰
合
わ
せ
て

農
家
日

雇
と
な
り
多
少
の

銭
取
り
を
す
る
も
の

で

あ
っ

た
。

駄
賃
取
り
は
、

荷
車
一

輛
を
元
手
と
し
て
、

小
田
原
－
秦
野
間
等
を
往
来
し
、

一

日

六

〇
銭
の

賃
銭
を
取
っ

た
。

こ

う
し
た
小
作
農
は
財
産
な
く
、

そ
の

た
め
他
か
ら
資
金
の

融
通
を
受
け
る
こ

と
が
で

き
な
い
。

し
た
が
っ

て
、

豊
田
村
を
例
に

と
れ
ば
、

…
…
既
に

融
通
な
き
が
故
に
、

器
具
も
肥
料
も
購
ふ
に

由
な
し
、

即
ち
粗
雑
と
な
り
無
肥
料
作
と
な
り
調
整
の

不
完
全
と
な
り
、

品
質
の

良
、

収
穫
の

豊
な
る
は
遂

に

見
る
べ

か
ら
ず
、

偶
々

借
金
を
忍
び
肥
料
を
求
む
れ
ば
、

不
幸
虫
害
水
害
風
雨
の

難
あ
り
、

半
歳
の

丹
精
爰
に

皆
無
に

属
す
る
こ

と
な
ど
あ
り
て

独
り
丹
精
の

効

果
な
き
の

み
な
ら
ず
、

負
債
の

償
還
に

任
せ
ざ
る
べ

か
ら
ざ
る
こ

と
あ
り
、

僅
に

農
家
は
甘
藷
の

売
上
げ
、

繭
の

代
価
の

幾
分
を
投
し
て

肥
料
の

臭
ひ
を
作
物
に

嗅

が
せ
る
に
過
ぎ
ず
、

地
は
荒
れ
て

収
穫
は
減
少
し
、

小
農
は
細
農
と
換
り
、

細
農
は
貧
農
と
変
ず
る
を
見
る
こ

と
な
く
ん
ば
あ
ら
ず

と
い

う
こ

と
に
な
っ

た
。

ま
た
、

余
業
に

精
出
せ
ば
、

前
述
中
川
村
の

よ
う
に
、

や
は
り
農
耕
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
。

農
民
の

過
半
が
、

こ

の

よ
う
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な
小
作
農
で

あ
れ
ば
、

農
業
生
産
の

発
展
は
望
め
な
い

ば
か
り
か
、

却
っ

て

生
産
力
低
下
の

恐
れ
す
ら
あ
る
。

地
主
・

小
作
関
係
は
、

こ

の

時
期
す

で

に

農
業
生
産
力
の

発
展
を
阻
む
要
因
と
な
っ

て
い

た
と
い

え
よ
う
。

前
項
で

述
べ

た
福
井
準
造
の

農
業
改
良
政
策
は
、

こ

う
し
た
地
主
・

小
作
関

係
そ
れ
自
体
を
変
え
る
こ

と
は
、

全
く
念
頭
に
な
か
っ

た
。

自
作
・

自
小
作

農
の

存
在
形
態

以
上
の
べ

た
地
主
と
小
作
層
の

中
間
に

位
置
す
る
階
層
と
し
て
、

自
作
な
い

し
自
小
作
農
が
存
在
し
て
い

た
。

し
か
し
、

こ

の

経
営
内
容
は
複
雑
で
、

必
ず
し
も
単
一

の

階
層
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
な
い
。

一

は
、

「
少
し
は
地
所
を
所
有
し
、

少
し
く
小
作
を
も
作
り
余
暇
に
は
種
々

の

副
業
を
営
む
も
の

」（
中
川
村
）、

ま
た
は
「
祖
先
伝
来
の

宅
地
と
多
少
の

田
畑
と
住

家
と
を
所
有
」
す
る
「
自
作
農
及
自
作
兼
小
作
農
」（
豊
田
村
）
で

あ
り
、

一

は
、

「
地
所
は
自
分
に
て

作
る
に
は
余
り
あ
り
、

多
少
小
作
せ
し
む
る
を
得
べ

く
常
に

部
落
の

世
話
な
ど
す
る
も
の

」（
中
川
村

）、
ま
た
は
「
土
蔵
を
備
へ

一

村
の

重
要
な
る
地
位
に
居
る
小
地
主

」（
豊
田
村
）
で

あ
る
。

中
川
村
で

は
前
者
が
全
戸
数
の

三
五
㌫
、

後
者
が
一

〇
㌫
を
占
め
て
い

る
。

な
お
、

金
田
村
で
は
、

両
者
を
あ
わ
せ
地
主
・

小
作
の

中
間
層
と
把
え
「
地
主
あ
り
自
作
あ
り
自
作
及
小
作
あ
り
地
主

兼
小
作
あ
り
」
と
し
て
い

る
。

以
上
の

う
ち
、

自
作
ま
た
は
自
小
作
層
は
、

農
業
生
産
発
展
の

担
い

手
と
い

う
べ

き
階
層
で

あ
っ

た
。

中
川
村
を
例
に

あ
げ
れ
ば
、

「
最
も
百
姓
に

精
出
し
、

田
地
は
人
に

勝
り
て

良
く
作
ら
ん
と
常
々

心
に

懸
け
、

肥
し
も
余
分
に

用
ひ
、

草
取
り
・

苅
芝
・

粗
朶
売
り
怠
る
こ

と
な
く
、

蚕
も
能
く

当
た
り
、

藁
細
工
も
精
一

杯
作
り
て

年
中
隙
間
な
く
、

小
供
多
け
れ
ば
奉
公
に

出
し
、

手
都
合
し
て
は
日

傭
も
取
る
。

年
豊
な
れ
ば
米
の
一

俵
麦
の

二

俵
は
売
出
す
余
裕
あ
り
、

繭
の

売
上
げ
・

藁
細
工
の

売
溜
め
は
人
知
れ
ず
村
外
に

預
け
て

利
殖
を
計
り
、

若
し
地
所
の

売
り
物
あ
れ
ば
少
し
位
な
ら
ば

借
金
を
足
し
て
も
手
に

入
れ
ん
こ

と
を
願
ふ

」
と
い

う
経
営
で

あ
っ

た
。

こ

の

階
層
は
不
作
の

年
は
生
活
に

「
稍
困
苦
を
覚
」
え
た
が
、

年
間
絶
え

ず
働
く
こ

と
に
よ
っ

て
、

小
作
を
や
め
自
作
農
に

上
昇
す
る
可
能
性
を
も
っ

て
い

た
。

た
だ
し
浪
費
や
投
機
に

手
を
出
せ
ば
、

わ
ず
か
の

貯
金
・

少

し
の

地
所
も
処
分
し
て

た
ち
ま
ち
没
落
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

こ

れ
に

対
し
、

小
地
主
層
は
、

「
地
所
も
資
本
も
自
分
の

物
、

一

家
五

人
八
分
の
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外
に

奉
公
人
あ
り
、

人
手
も
亦
乏
し
か
ら
ず
、

田
畑
の

耕
作
は
行
き
届
き
、

良
い

肥
料
を
多
く
用
ひ
、

良
い

種
類
は
早
く
作
り
、

小
作
人
な
ど
の

真

似
た
く
も
出
来
ざ
る
作
毛
は
毎
年
の

こ

と
、

従
て

作
得
豊
か
な
り
、

夫
れ
に

小
作
米
は
這
入
り
来
り
て

庭
の

飾
り
俵
は
常
に

田
家
の

豊
饒
な
る
を
示

す
、

独
り
耕
作
と
限
ら
ず
養
蚕
も
林
業
も
皆
相
応
に

利
益
あ
り
、

貯
蓄
貸
金
の

利
息
も
中
々

に

多
し
、

従
て

年
中
気
楽
に

暮
ら
す
こ

と
を
得
る
の

資

力
あ
り
」
と
い

う
経
営
で
、

残
益
を
も
っ

て

貸
金
を
し
、

や
が
て

抵
当
流
れ
地
を
買
得
す
る
な
ど
土
地
所
有
を
拡
大
す
る
可
能
性
を
も
っ

て
い

る
。

し
か
し
、

「
何
に

か
一

仕
事
を
と
目
論
見
て

は
往
々

失
策
す
る
も
の

な
き
に

あ
ら
ず
し
て
、

私
か
に

村
外
の

も
の

に

地
所
の

所
有
権
を
移
し
、

金
を

借
り
て

預
け
金
を
な
す
の

窮
策
を
採
る
に

至
る

」
者
も
あ
っ

た
。

こ

の

階
層
は
、

「
智
恵
あ
り
信
用
あ
り
地
位
財
力
あ
る
が
為
」
に

「
考
へ

次
第
に

て

禍
福
忽
ち
其
処
を
異
に

す
」
る
。

前
述
地
主
層
が
、

た
だ
座
し
て

「
大
は
愈
々

大
と
な

」
る
の

と
は
異
な
り
、

「
一

は
栄
へ

、

一

は
衰
へ
、

昨
は

富
強
に

し
て

今
は
貧
苦
と
な
る
、

其
差
忽
ち
に

し
て

甚
だ
し
く
異
る

」（
豊
田
村

）
と
い

う
不
安
定
な
地
位
に

あ
っ

た
。

こ

の

小
地
主
層
は
、

農
業
発

展
の

推
進
者
と
は
み
ら
れ
て
い

な
い
。

と
く
に

中
郡
豊
田
村
で

は
、

次
の

よ
う
に
、

こ

の

層
の

保
守
性
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

其
祖
先
伝
来
の

田
畑
あ
る
を
恃
み
て
力
を
家
業
に

尽
さ
ず
、

只
管
意
を
当
世
に

用
ひ
て

家
産
の

日
に
傾
く
を
知
ら
ず
、

日
常
患
ふ
る
所
は
如
何
に
し
て
融
通
を
付
ん

か
、

金
策
を
得
ん
か
、

書
入
れ
質
入
れ
に

是
れ
奔
走
す
る
の

み
、

進
ん
で

産
を
興
す
の

計
な
く
、

退
き
て

家
を
保
つ

の

意
な
し

こ

の

よ
う
に

み
る
と
、

当
時
、

農
業
発
展
の

担
い

手
は
、

自
作
な
い

し
自
小
作
層
に

期
待
さ
れ
て
い

た
と
い

え
よ
う
。

横
浜
近
郊
の

自
小
作
農
家

い

ま
、

こ

の

階
層
の

農
家
経
済
の
一

例
を
、

横
浜
近
郊
（
一

里
を
隔
て

る

）
の
一

農
家
（
自
作
－
田
一

反
三

畝
・

畑
二

反
、

小
作
－
田
三

反
七
畝
・

畑
五
反
・

宅
地
五
畝
、

経
営
規
模
－
田
五
反
・

畑
七
反

）に
と
っ

て
、

そ
の

内
容
（
一

九
〇
〇
、

一

九
〇
一

年
現
在

）
を
み
よ
う
（
表

三
－

四
七
）。

こ

の

家
は
、

主
人
夫
婦
（
男
四
十
歳
、

女
三

十
六
歳

）
と
そ
の

父
母
二

人
、

子
供
四
人
の

家
族
で
、

農
繁
期
に

は
日

雇
延
二

三

人
（
男
八
人
、

女
一

五

人

）
を
雇
う
。

一

五

坪
の

母
屋
に

住
み
、

他
に

八
坪
の

納
屋
を
持
っ

て
い

る
。

牛
馬
は
な
く
、

鶏
六
羽
・

荷
車
一

台
を
持
ち
、

二

二

円
の

貯
金
が
あ
る
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